
拠出限度額、税制措置について

◎

 

企業型

 ［

 

拠出 ］

 

⇒ 企業は、確定拠出年金規約に基づき、掛金を拠出する。

◎

 

個人型

 ［

 

拠出 ］

 

⇒ 従業員、自営業者等は、掛金額を任意に決定し、各自が拠出する

◎企業型は全額損金算入、個人型は全額所得控除の対象

◎運用収益は全額非課税。ただし、特別法人税の課税対象とする（⇒平成22年度末まで凍結）

◎給付時に課税

 ・一時金で受取る時：退職所得控除

 

の対象

 ・年金で受取る時

 

：公的年金等控除

 

の対象

企業型企業型

個人型個人型

対象対象 限度額限度額

企業年金がある企業の従業員

企業年金がない企業の従業員

月額２．５５万円

月額５．１万円

自営業者等（第１号被保険者）

企業年金がない企業の従業員

月額６．８万円

月額２．３万円

企業年金がある企業の従業員

専業主婦（夫）等（第３号被保険者）、公務員

対象外

対象外

制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正

 

確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。
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